
感 薬 第 9 5 1 号 

令和６年 12 月４日 

 

県 医 師 会 長 様 

郡 市 医 師 会 長 様 

病 院 長 様 

 

 

 新潟県福祉保健部長 

 

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

日頃、本県の感染症対策の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

標記について、厚生労働省より別添のとおり通知がありましたのでお知らせ

します。 

なお、郡市医師会長におかれましては、貴会会員に周知くださるようお願い

します。 

 

 

【概要】 

・急性呼吸器感染症（既に五類感染症として位置づけられている急性呼吸器 

感染症については、重複となるため除く。）を五類感染症に追加。 

 ・指定届出機関の管理者による発生の届出の対象となる五類感染症に、現在 

対象とされていない急性呼吸器感染症を追加。 

・指定提出機関の管理者による検体等の提出の対象となる五類感染症に、現 

在対象とされていない急性呼吸器感染症を追加。 

担当 感染症対策・薬務課感染症対策班 安藤 

電話 025-256-8748 
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      感 発 1 1 2 9 第 １ 号 

令 和 ６ 年 1 1 月 2 9 日 

 

  都 道 府 県 知 事 

各 保健所設置市長  殿  

    特 別 区 長 

 

                    厚生労働省健康・生活衛生局 

感 染 症 対 策 部 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の施行について（施行通知） 

 

 

 本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（令和６年厚生労働省令第 156号）が別添のとおり公布されたところ、改正の概

要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者へ周知いただくとともに、その適切な

運用にご配慮願います。なお、感染症の発生状況及び動向の把握に関する事項について

は、別途通知する予定である。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

 第 70回厚生科学審議会感染症部会（令和５年１月 27日）において、将来的なパンデミ

ックに備えたサーベイランスのあり方について指摘があり、検討を行った結果、第 85 回

厚生科学審議会感染症部会（令和６年５月 27 日）等の検討も踏まえ、急性呼吸器感染症

を一体的に把握できる体制を整備する方針が了承された。 

 当該検討結果も踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成 10年法律第 114号。以下「法」という。）第６条第６項第９号に規定する厚生労働省

令で定める五類感染症として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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施行規則（平成 10年厚生省令第 99号）第１条に急性呼吸器感染症を追加し、指定届出機

関（法第 14条第２項に規定する指定届出機関をいう。）の管理者による発生の届出及び指

定届出機関（法第 14条の２第２項に規定する指定届出機関をいう。）の管理者による検体

等の提出の対象とすることとする。 

 

２ 改正の概要 

○ 急性呼吸器感染症（既に五類感染症として位置づけられている急性呼吸器感染症（※）

については、重複となるため除く。）を五類感染症に追加する。 

※ 既に五類感染症として位置づけられている呼吸器感染症 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）、RSウイ

ルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎（オウム病を除

く。）、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）、百日咳、ヘルパンギ

ーナ、マイコプラズマ肺炎 

○ 特定感染症予防指針を策定する感染症に、現在対象とされていない急性呼吸器感染症を

追加する。 

○ 指定届出機関（法第 14条第２項に規定する指定届出機関であって、診療科名中に内科

又は小児科を含む病院又は診療所に限る。）の管理者による発生の届出の対象となる五類

感染症に、それぞれ現在対象とされていない急性呼吸器感染症（法 12条に基づく医師に

よる発生の届出の対象となっているものを除く。）を加える。 

○指定提出機関（法第 14条の２第２項に規定する指定届出機関をいう。）の管理者による検

体等の提出の対象となる五類感染症に、それぞれ現在対象とされていない急性呼吸器感染

症を加える。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月７日 

 

４ 留意事項 
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  今後、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第１項及び

第 14条第２項に基づく届出の基準等について」（平成 18年３月８日健感発第 0308001号

厚生労働省結核感染症課長通知）等の改正を予定しているので、当該通知についても適切

に確認いただきたい。 

 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
六
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
六
項
第
九
号
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
五
類
感
染
症
）

（
五
類
感
染
症
）

第
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条

第
六
項
第
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
性
の
疾
病
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
六
項
第
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
性
の
疾
病
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

咽
頭
結
膜
熱

�
�
�
�
�
��

三

咽い
ん

頭
結
膜
熱

�
�
�
�
�
��

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

七�

急
性
呼
吸
器
感
染
症
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

を
除
く
。
）
、
オ
ウ
ム
病
及
び
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
並
び
に
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
六
号
、

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

第
三
十
一
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��）

（
新
設
）

八�
〜
十
三
���

（
略
）

七�
〜
十
二
���

（
略
）

十
四
���

細
菌
性
髄
膜
炎
（
第
十
七
号

�
�
�
�
�
か
ら
第
十
九
号

�
�
�
�
�
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

十
三
���

細
菌
性
髄
膜
炎
（
第
十
六
号

�
�
�
�
�
か
ら
第
十
八
号

�
�
�
�
�
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

十
五
���
〜
二
十
四

�
�
�
��

（
略
）

十
四
���
〜
二
十
三

�
�
�
��

（
略
）

二
十
五

�
�
�
��

伝
染
性
紅
斑

�
�
�
�
�
��

二
十
四

�
�
�
��

伝
染
性
紅

�
�
�
�
�

斑は
ん�

二
十
六

�
�
�
��
〜
三
十
九

�
�
�
��

（
略
）

二
十
五

�
�
�
��
〜
三
十
八

�
�
�
��

（
略
）

四
十
���

流
行
性
耳
下
腺
炎

�
�
�
�
�
�
�
�

三
十
九

�
�
�
��

流
行
性
耳
下

�
�
�
�
�
��

腺せ
ん

炎
���

四
十
一

�
�
�
��

（
略
）

四
十
���

（
略
）

（
特
定
感
染
症
予
防
指
針
を
作
成
す
る
感
染
症
）

（
特
定
感
染
症
予
防
指
針
を
作
成
す
る
感
染
症
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一�

Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

二�

咽
頭
結
膜
熱

�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

三�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�）

一�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

四�

（
略
）

二�

（
略
）

五�

Ａ
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
咽
頭
炎

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

六�

（
略
）

三�
（
略
）

七�

オ
ウ
ム
病

�
�
�
�
�

（
新
設
）

八�

急
性
呼
吸
器
感
染
症

�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
新
設
）

九�

ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎
（
オ
ウ
ム
病
を
除
く
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�）

（
新
設
）

十�
〜
十
二
���

（
略
）

四�
〜
六�

（
略
）

十
三
���

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

十
四
���
〜
二
十
二

�
�
�
��

（
略
）

七�
〜
十
五
���

（
略
）

二
十
三

�
�
�
��

百
日
咳

�
�
�
��

（
新
設
）

二
十
四

�
�
�
��
・
二
十
五

�
�
�
��

（
略
）

十
六
���
・
十
七
���

（
略
）

二
十
六

�
�
�
��

ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ

�
�
�
�
�
�
�
�

（
新
設
）

二
十
七

�
�
�
��

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

二
十
八

�
�
�
��
〜
三
十
二

�
�
�
��

（
略
）

十
八
���
〜
二
十
二

�
�
�
��

（
略
）

三
十
三

�
�
�
��

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症

�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

（
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
基
準
）

（
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
は
、
次
の
表
の
各
項
の
上
欄

に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

�
�
�
�
�
�
��
五
類
感
染
症
の
発
生
の
状
況
の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
届
出
機

関
の
指
定
は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
、
保
健
所
の
設
置
の
状
況
、
人
口
等
の

社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
同
欄
に
掲
げ
る
五
類
感
染

第
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
は
、
次
の
表
の
各
項
の
上
欄

に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る

�
�
�
�
�
��
五
類
感
染
症
の
発
生
の
状
況
の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
届
出
機
関

の
指
定
は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
、
保
健
所
の
設
置
の
状
況
、
人
口
等
の
社

会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
同
欄
に
掲
げ
る
五
類
感
染
症
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
咽
頭
結
膜
熱
、

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を

除
く
。
）
、
Ａ
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
咽
頭

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

炎
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症
、
新
型
コ
ロ
ナ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

診
療
科
名
中
に
内
科
又
は
小
児
科
を
含
む

病
院
又
は
診
療
所

二

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を

除
く
。
）
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

症�

診
療
科
名
中
に
内
科
又
は
小
児
科
を
含
む

病
院
又
は
診
療
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疑
似
症
（
以
下
「
疑
似
症
」
と
い
う
。
）
は
、
発

熱
、
呼
吸
器
症
状
、
発
し
ん
、
消
化
器
症
状
又
は
神
経
症
状
そ
の
他
感
染
症
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
症
状
の
う
ち
、

医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
集
中
治
療
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
必
要
で

あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
特
定
の
感
染
症
と
診
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
し
、
同
項
の
規
定

�
�
�
��

に
よ
る

�
�
�
��
疑
似
症
の
発
生
の
状
況
の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
届
出
機
関
の
指
定
は
、
集
中
治
療
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
疑
似
症
に
係
る
指
定
届
出
機
関
と
し
て
適

当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疑
似
症
（
以
下
「
疑
似
症
」
と
い
う
。
）
は
、
発

熱
、
呼
吸
器
症
状
、
発
し
ん
、
消
化
器
症
状
又
は
神
経
症
状
そ
の
他
感
染
症
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
症
状
の
う
ち
、

医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
集
中
治
療
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
必
要
で

あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
特
定
の
感
染
症
と
診
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
し
、
同
項
に
規
定

�
�
�
��

す
る
���
疑
似
症
の
発
生
の
状
況
の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
届
出
機
関
の
指
定
は
、
集
中
治
療
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
疑
似
症
に
係
る
指
定
届
出
機
関
と
し
て
適
当

と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

症
の
区
分
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
五
類
感
染
症
指
定
区
分
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
、
原
則
と
し
て
当
該
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
当
該
五
類
感
染
症
指
定
区
分
の

感
染
症
に
係
る
指
定
届
出
機
関
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
区
分
（
以
下
こ
の
条
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
五
類
感
染
症
指
定
区
分
」
と
い
う
。
）
に

応
じ
、
原
則
と
し
て
当
該
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
当
該
五
類
感
染
症
指
定
区
分
の
感

染
症
に
係
る
指
定
届
出
機
関
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
の
上
欄

に
掲
げ
る
五
類
感
染
症
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
前
項
第
一
号
の
指
定
届
出
機
関
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は

診
断
し
た
患
者
（
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
集
中
治
療
室
及
び
人
工
呼
吸
器
の
使
用

の
有
無
に
関
す
る
事
項
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

除
く
。
）
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
を
診
断
し
た
場
合
に
限
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��）
並
び
に
脳
波
検
査
そ
の
他
急

性
脳
症
の
発
症
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
）
の
患
者
を
診
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
と
し
、

前
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
五
類
感
染
症
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
原
因
と
な
っ
た
病
原
体

の
名
称
及
び
そ
の
識
別
の
た
め
に
行
っ
た
検
査
の
方
法
と
す
る
。

２

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
の
上
欄

に
掲
げ
る
五
類
感
染
症
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
前
項
第
一
号
の
指
定
届
出
機
関
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は

診
断
し
た
患
者
（
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
集
中
治
療
室
及
び
人
工
呼
吸
器
の
使
用

の
有
無
に
関
す
る
事
項
並
び
に
脳
波
検
査
そ
の
他
急
性
脳
症
の
発
症
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査

の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を

除
く
。
）
の
患
者
を
診
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
と
し
、
前
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
五
類
感
染

症
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
原
因
と
な
っ
た
病
原
体
の
名
称
及
び
そ
の
識
別
の
た
め
に
行
っ
た
検
査
の
方
法
と

す
る
。

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
指
定
提
出
機
関
の
指
定
の
基
準
）

（
指
定
提
出
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
七
条
の
三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
は
、
Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル

�
�
�
�
�
�
��

ス
感
染
症
、
咽
頭
結
膜
熱

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

を
除
く
。
）
、
Ａ
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
咽
頭
炎
、
急
性
呼
吸
器
感
染
症
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎
（
オ
ウ
ム
病
を
除

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

く
。
）
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
百
日
咳
、
ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ
及
び
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
と
し
、
同

項
の
規
定
に
よ
る

�
�
�
�
�
�
��
五
類
感
染
症
の
患
者
の
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
提
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
提
出

機
関
の
指
定
は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
、
保
健
所
の
設
置
の
状
況
、
人
口
等

の
社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
原
則
と
し
て
診
療
科

名
中
に
内
科
若
し
く
は
小
児
科
を
含
む
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
衛
生
検
査
所
の
う
ち
当
該
五
類
感
染
症
に

係
る
指
定
提
出
機
関
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
は
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
）
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る

�
�
�
�
�
��
五
類

感
染
症
の
患
者
の
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
提
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
提
出
機
関
の
指
定
は
、
地
域

に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
、
保
健
所
の
設
置
の
状
況
、
人
口
等
の
社
会
的
条
件
、
地
理

的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
原
則
と
し
て
診
療
科
名
中
に
内
科
若
し
く
は

小
児
科
を
含
む
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
衛
生
検
査
所
の
う
ち
当
該
五
類
感
染
症
に
係
る
指
定
提
出
機
関
と

し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
届
出
機
関
及
び
指
定
提
出
機
関
の
指
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
の
三

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
指
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
三
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
新
令
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
令
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




